
問
社
会
福
祉
課　

（
２
５
）
８
１
２
０

問
上
下
水
道
課　

（
２
２
）
９
０
１
１

ご存じですか？

問生活相談課　 （２５）８１２５

ゆるキャラも参加した式典

啓発ステッカーを
貼った郵便車両

　
浄
化
槽
は
、
し
尿
・
雑
排
水
を
処
理
す
る
だ
け
で
な
く
、

環
境
保
全
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
今

一
度
、
浄
化
槽
の
使
用
方
法
や
維
持
管
理
方
法
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
浄
化
槽
は
定
期
的
な
点
検
な
ど

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す

　
浄
化
槽
を
使
用
す
る
に
は
浄
化
槽

保
守
点
検
業
者
と
契
約
し
、
維
持
管

理
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
浄
化

槽
法
に
基
づ
き
１
年
間
に
実
施
し
て

い
た
だ
く
点
検
な
ど
は
次
の
と
お
り

で
す
。

●
浄
化
槽
の
保
守
点
検

（
１
年
に
３
回
以
上
）

●
浄
化
槽
の
清
掃
（
１
年
に
１
回
）

●
11
条
法
定
検
査
（
１
年
に
１
回
）

『協力事業者の看板です。ご協力ありがとうございます。』

▼
浄
化
槽
補
助
金
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　
市
で
は
下
水
道
未
整
備
の
区
域
に
お

い
て
新
た
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

さ
れ
る
方
、
維
持
管
理
を
さ
れ
て
い
る

方
を
対
象
に
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
浄
化
槽
の
設
置
を
考
え
て
い

る
方
、
維
持
管
理
補
助
金
の
こ
と
を
詳

し
く
知
り
た
い
と
い
う
方
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
地
域
、
建
築
物
に
よ
っ
て
補
助
対
象

外
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
単
独
処
理
浄
化
槽
を

　
使
用
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処
理
浄

化
槽
に
切
り
替
え
る
場
合
に
も
合
併
処

理
浄
化
槽
設
置
補
助
金
を
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
子
ど

も
た
ち
に
対
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ん

が
見
守
り
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
活
動
に
加
え
て
、
事
業
所
や

企
業
の
皆
さ
ん
が
、
市
内
で
の
日
常

業
務
の
中
で
さ
り
げ
な
い
見
守
り
に

よ
り
異
変
を
察
知
し
た
場
合
に
、
市

へ
通
報
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
皆

さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に

す
る
仕
組
み
が
「
見
守
り
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
業
」
で
す
。

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
事
業
を
開
始

し
、
現
在
60
の
企
業
や
事
業
所
に
ご

協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
事
業
の
充
実
に
向
け
、
新
た
に
協

力
い
た
だ
け
る
事
業
者
を
募
集
し
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　犯罪のない安全で明るく住みよい地域社会を実現
するために、10 月 11 日木から 20 日土までの 10
日間「全国地域安全運動」が展開されます。
　市民の皆さん一人一人が防犯意識を持ち、地域で
の自主的な防犯活動に積極的に参加しましょう。
　地域総ぐるみでの安全安心なまちづくりにご協力
をお願いします。

防犯活動の紹介
　８月８日（水）今津郵便局で､ 特殊詐欺被害防
止のため市内事業所が作成した啓発用かもめーる
が郵便局に贈呈され市内各戸に配送されました。
　また、この「はがき」を配送する郵便車両には、
高島市防犯自治会作成の啓発ステッカーが掲示さ
れています。
　市にも多数相談が寄せられている「はがき」に
よる特殊詐欺について、さまざまな機会を通して
注意を呼び掛けています。

　行政相談委員は、皆さんの身近な相談相手
として、国の事務に関する苦情などの相談を
受け付け、助言や関係行政機関に対する通知
などを行っています。
　国の事務とは、例えば、国道、一級河川、
年金、健康保険、雇用保険、労災保険、戸籍、
登記および国税などといった意外に身近な分
野があります。（県・市町に委任している事
務なども一部含みます。）
　このようなことについて、困ったときは、
お気軽に行政相談委員まで相談してください。 
行政相談委員は行政相談委員法に基づき、 
総務大臣が民間の有識者から委嘱した方です。
相談は無料・予約不要で秘密は厳守します。

高島行政なんでも相談所
●日時　10月19日金
　　　　　13 時 30 分～ 16 時
　　　　（受付 13 時～ 15 時 30 分）
●会場　今津東コミュニティセンター
　　　　３階ホール
●参加予定機関
　滋賀県（高島土木事務所）、　高島市、滋賀県
司法書士会、滋賀県行政書士会、 税理士、行政
相談委員、滋賀行政監視行政相談センター

中村栄次郎さん　松田とも江さん　小島俊彦さん 

わたしのまちの行政相談委員

問滋賀行政監視行政相談センター
　 ０７７（５２３）１１００
　生活相談課
　 （２５）８１２５

高
島
市
見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

協
力
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
！

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

10月11日〜20日は

全国地域安全運動期間です！
行政相談委員

『困ったら  一人で悩まず  行政相談』

行政相談週間
　10 月15 日月～21日日
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農地中間管理事業

　

適
地

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備

ご
み
処
理
施
設
建
設
候
補
地
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
環
境
セ
ン
タ
ー
の
老
朽
化
に
伴
い
、
新
し
い
ご

み
処
理
施
設
整
備
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
建
設
候
補
地
の
選
定
に
あ
た
り
、
市
民
生
活
に
直
接
関
わ

る
ご
み
処
理
の
課
題
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
公
募
を
し
て
い
ま
す
。

　
適
地
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ま
ず
は
、
区
や
自
治
会
で
協
議

を
し
て
い
た
だ
き
、
応
募
を
お
願
い
し
ま
す
。

※詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、
　お問い合わせください。

ごみ処理施設建設候補地　募集要領

問
環
境
政
策
課　

（
２
５
）
８
１
０
４

○応募対象者 区・自治会長、土地所有者
（共同での応募も可能です。）

○必要面積 概ね４ha から５ha

○募集締切 10 月 31 日（水）

○応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入して、
環境政策課へ提出してください。

○選考方法等 ごみ処理施設建設検討委員会にて選定します。

○地域振興策 建設候補地に選定された当該区・自治会に地
域活性化を目的とした交付金を交付します。

（地域活性化交付金１億円以内・環境整備事業
交付金１億円以内）

○その他 土地所有者と当該区・自治会の合意形成など
の諸条件があります。

◎違反対象物の公表制度とは？
　市民の方が建物の危険性に関する情報を入手し、
建物を利用する際の選択・判断ができるよう、重大
な消防法令違反のある建物を市のホームページで公
表する制度です。

◎公表の対象となる建物とは？
　飲食店や物品販売店、旅館などの不特定多数の方
が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの１人
で避難することが困難な方が利用する建物です。

◎公表の対象となる違反とは？
　建物の用途や面積により、屋内消火栓、スプリンク
ラー設備または自動火災報知設備の設置義務がある
建物で、これらの設備が設置されていない違反です。
 

◎運用開始　平成 31 年４月１日から

重大な消防法令違反の建物を

問 消防本部予防課　 （２２）５４０３問 農業政策課　 （25）8511
ホームページで公表します！

▼募集締切　11月９日㊎

▼受付方法
　貸付希望者、借受希望者いずれの方も所定の
用紙と必要書類を持って、受付窓口にお越しく
ださい。用紙は、各受付窓口にあります。また、
公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金の
ホームページからもダウンロードできます。
▼受付窓口
　市内各ＪＡ営農部門、農地中間
管理機構高島地域窓口（市役所別
館１階）、市役所農業政策課

　担い手への農地の集積・集約による効率的な
農地利用をするため、農地中間管理機構では、
農地を借り受け、適切な相手に貸し付ける事
業を行っています。詳しくは、
お問い合わせください。

農地を貸したい方、

借りたい方を募集します！

イベント名・日時・会場 内容・問い合わせ先など

競技団体イベント
高島市ボウリング選手権大会
　10月 21日日 10時から／長浜スプリングレーンズ

参加費２，０００円
問高島市体育協会　 （３２）３１８０

第 11回……高島市軟式野球連盟会長杯軟式野球大会
　10月 28日日・11月４日日８時 30分から／今津スタジアムほか

問高島市体育協会　 （３２）３１８０

高島市武道・武術演武会
　10月 28日日９時から／今津勤労者体育センター

高島市体育協会加盟の武道・武術競技団体が一
堂に会し、演武や形を披露します
問高島市体育協会　 （３２）３１８０

高島市バレーボールカーニバル
　11月４日日９時から／安曇川総合体育館

市内の職場・地域・サークル等のバレーボール
愛好者の相互の友好と親睦を深める大会
問高島市体育協会　 （３２）３１８０

第８回…市民サッカーフェスティバル
　11月４日日９時から／梅ノ子運動公園

中学生から一般まで市内（在勤・在学）でサッカ
ーを楽しむ方の相互の交流と親睦を深める大会
問高島市体育協会　 （３２）３１８０

第８回…バスケットボールフェスティバル
　11月中旬予定／未定

バスケットボールを通じて、市内の小・中・高校
生および社会人が集い交流を深める大会
問高島市体育協会　 （３２）３１８０

地域体育振興会イベント
朽木地域ふるさとスポーツカーニバル
　10月７日日８時 50分から／朽木中学校グラウンド

※雨天時中止
問朽木地域ふるさとスポーツカーニバル運営委員会
 （３８）２３３１

新旭地域スポーツ大会
　10月７日日８時 30分から／湖西中学校グラウンド

※雨天時は新旭体育館で開催
問新旭地域体育振興会 （２５）５５００

２０１８高島地域スポーツカーニバル
　10月７日日８時 20分から／高島小中学校体育館
　高島中学校グラウンド・萩の浜芝特設会場（グラウンド・ゴルフ）

※雨天時は、一部競技を中止します。
問高島地域体育振興会 （３６）０２１９

第 53回…今津地域運動会
　10月８日月８時 20分から／今津東小学校グラウンド

※雨天時中止
問今津地域体育振興会 （２２）２２４９

２０１８ガリバーウォーキング
　10月 21日日９時から／アイリッシュパーク（スタート・ゴール）

約６㎞のウォーキング／参加料６００円（松茸
ご飯、豚汁付）／申込締切 10 月 16 日火
問高島地域体育振興会 （３６）０２１９

町民ソフトバレーボール大会（安曇川地域）
　10月 26日金 19時から／安曇川総合体育館

問安曇川地域体育振興会 （３２）０００３

町民ソフトボール大会（安曇川地域）
　11月 11日日８時 30分から／梅ノ子運動公園

問安曇川地域体育振興会 （３２）０００３

ビーチボール大会（マキノ地域）
　11月 11日日／９時から／マキノ土に学ぶ里研修センター

１チーム４人以上（マキノ地域に在住・在勤さ
れている方）／エンジョイマキノとの共催
問マキノ地域体育振興会 （２７）１１３１

　高島市体育協会では、10 月を“市民スポーツ月間”と位置づけています。
　皆さんが、スポーツを楽しみ・親しむきっかけづくりに気軽に参加していただける
イベントを開催します。申込方法など詳しくは、お問い合わせください。

スポーツの秋を満喫しましょう
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